
令和２年第３回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年９月１日（火）午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第１会議室 

３ 出席委員  嶋田 仁、田村 明、加賀谷 得子、大沢 耕 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 石井 靖紀 

書 記 石井 忍、畠山 範之、田村 慎一 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

議案第 ５号 選挙人名簿に登録することについて 

議案第 ６号 選挙人名簿から抹消することについて 

報告第 ９号 登録の移替えをした者について 

報告第１０号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

報告第１１号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

   

午前８時５４分 

 

石井書記長  おはようございます。ただいまから、令和２年第３回選挙管理

委員会を開会いたします。開会にあたりまして、嶋田委員長より

ご挨拶をいただき、引き続き進行の方もよろしくお願いします。 

嶋田委員長  改めて、おはようございます。色々と忙しい中お集まりいただ

きましてありがとうございます。今日から９月ということで、一

昨日からの天気から比べると過ごしやすくなった感じはしますけ

れど、まだ暑さも続きますし、コロナ対策も含めて、体調には十

分気を付けていただきたいと思います。 

       突然の安倍総理の辞任ということで、ちょっと慌ただしくなっ

ておりますが、今のところはまだ衆議院選挙の話にはなってませ

んが、一応動向を十分注視して、何かありましたらすぐ対応でき

るようにお願いしたいと思います。 

       今日は定時登録と、その他で公職選挙法の改正について概要説

明があります。よろしくお願いします。 

嶋田委員長  それでは、早速、令和２年第３回目の選挙管理委員会を始めた

いと思いますけれども、本日の会議録の署名委員ということで、

大沢委員と田村委員にお願い致します。 



    それでは、案件の議案第５号「選挙人名簿に登録することにつ

ついて」。内容について、事務局より説明をお願いします。 

畠山書記   はい。それでは議案第５号「選挙人名簿に登録することについ

て」。 

       公職選挙法第２２条第１項の規定により、令和２年９月１日現

在において別紙の者を選挙人名簿に登録する。 

       説明致します。 

       まず、「１」の新有権者登録については、令和２年９月１日まで

に満１８歳に達する方で、生年月日では平成１４年６月３日から

平成１４年９月２日までの方が対象となります。人数は、男１２

人、女１８人、計３０人となります。 

       次に、「２」の転入登録については、令和２年６月１日以前より

引き続き三種町に居住され３ケ月を経過された方が対象となりま

す。転入日では、令和２年３月２日から令和２年６月１日までに

転入した方で、人数は、男２５人、女３９人、計６４人。 

       よって、本日の登録者総数は、男３７人、女５７人、合計９４

人となります。 

       対象者につきまして、別冊の名簿をご覧ください。 

       新有権者登録につきましては、１頁に、転入登録につきまして

は、２頁～３頁に記載しております。 

       議案第５号の説明は、以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  皆さん、何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  無いようでございますが、議案第５号を原案どおり決定してよ

ろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第５号を原案どおり決定するこ

とと致します。 

嶋田委員長  次に、議案第６号「選挙人名簿から抹消することについて」。事

務局より説明の方お願いします。 



畠山書記   はい。議案第６号「選挙人名簿から抹消することについて」。 

       公職選挙法第２８条の規定により、令和２年９月１日現在にお

いて別紙の者を選挙人名簿から抹消する。 

       説明致します。 

       まず、「１」の死亡抹消者につきましては、死亡の届出が令和２

年６月１日から令和２年８月３１日までの方が対象で、男       

４０人、女４０人、計８０人となります。 

       次に、「２」の転出抹消者につきましては、今回は、令和２年４

月３０日以前に三種町から転出され４カ月経過された方が対象と

なります。転出日の範囲は、令和２年２月１日から令和２年４月

３０日までとなります。人数は、男７５人、女７４人、計１４９

人となります。 

       よって、本日の抹消者総数は、男１１５人、女１１４人、合計   

２２９人となっております。 

対象につきまして、死亡抹消は別冊名簿の４頁～６頁、転出抹

消は７頁～１０頁に記載しております。転出抹消者名簿のＮｏ．

８６の方ですが、転入登録者名簿のＮｏ．４２にも記載されてお

ります。確認したところ３月２９日に転出されており、５月２９

日に転入の届出をされていることからどちらにも記載されていま

す。再転入者で確認しております。 

以上で、議案第６号の説明を終わります。 

嶋田委員長  それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ございました

らお願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ないようであれば、議案第６号を原案どおり決定してよろしい

でしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第６号を原案どおり決定致しま

す。 

       続きまして、報告第９号「登録の移替えをした者について」。説

明をお願いします。 



畠山書記   はい。報告第９号「登録の移替えをした者について」。 

       令和２年９月１日現在において定時登録に係る登録の移替えを

した者は、別紙のとおりである。 

令和２年６月１日から令和２年８月３１日までの町内転居によ

り投票区の移替えをした者は男１４人、女３１人、合計４５人と

なります。 

別冊名簿の１１頁～１４頁に対象者を掲載しております。Ｎｏ． 

      ６、２７、３０の方ですが、確認したところ、転居の後でお亡く 

      なりになられておりましたので、このような記載になります。 

       説明は、以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見、ご質

問等ございましたらご発言願います。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  何かありませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  なければ、報告第９号を原案どおり承認したいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  続きまして、報告第１０号と報告第１１号につきましては、関

連性がございますので、一括上程と致します。 

      報告第１０号「選挙権を有する者の５０分の１の数について」、 

報告第１１号「選挙権を有する者の３分の１の数について」、説明 

の方お願い致します。 

畠山書記   はい。報告第１０号「選挙権を有する者の５０分の１の数につ 

いて」。 

       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数は２８９である。 

       これにつきましては、下に記載の直接請求の必要署名数となっ

ております。この数の算定については４頁に選挙人名簿登録者数

の増減表を載せておりますのでそちらをご覧ください。 

       今回９月定時登録の抹消者数が２２９人、登録者数が９４人、

差引きしました今回の名簿登録者数が男６，６６３人、女                

７，７５２人、合計で１４，４１５人となり、６月定時登録から  



１３５人の減となっております。この１４，４１５人の５０分の

１の数が２８９となります。 

       続きまして、報告第１１号「選挙権を有する者の３分の１の数

について」。 

       地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は４，８０５

である。 

       これにつきましても、下に記載の直接請求に関する数で、今回

の選挙人名簿登録者数の３分の１ですので４，８０５となります。 

       以上で、報告第１０号と第１１号の説明を終わります。 

嶋田委員長  はい。報告第１０号、１１号については計算上で出てくるもの

でありますので、原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

       そうすれば、報告第１０号、第１１号を原案どおり決定致しま

す。 

嶋田委員長  本日の議案審議は以上です。 

       次に、その他で公職選挙法の改正について説明がありますが、

他に委員の皆さんから何かあれば。なければ、事務局より公職選

挙法の改正について説明をお願いします。 

畠山書記   はい。それでは公職選挙法の一部改正の概要について説明させ

ていただきます。公職選挙法の一部を改正する法律が６月１２日

に公布され、１２月１２日に施行されます。改正内容は、町村議

会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大、町村議会に

おけるビラ頒布の解禁、町村議会議員選挙における供託金制度の

導入となっております。まず、改正点の一つ目。選挙公営の拡大

について説明致します。別紙資料をご覧ください。町村議会議員

及び町村長選挙において、条例で定めるところにより、町村が一

定の金額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ

の作成及び選挙運動用ポスター作成の費用を負担することができ

るようになります。これまで市町村においては、市議会議員選挙

及び市長選挙においてのみ、条例により選挙公営の対象とするこ

とが可能で、町村議会議員選挙及び町村長選挙においては、一般

的に選挙運動区域が狭い、選挙運動期間が短い等の理由から、選

挙公営の対象とはなっていませんでしたが、町村合併の進行によ



る選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要

性の増大等の現状変化から、町村議会議員選挙及び町村長選挙に

おいても、自動車の使用、ビラ及びポスターの作成について選挙

公営の対象とすることが可能となりました。  

       選挙運動用自動車の使用については、一般乗用旅客自動車運送

事業を経営する者及びそれ以外の者との契約で金額は異なります

が、候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日

数を乗じて得た金額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用す

ることができます。①の一般乗用旅客自動車運送事業者とは、い

わゆるハイヤー、タクシーで、運転手と燃料代を含む契約になり

ます。②それ以外の者とはレンタカー等でありまして、自動車の

借入、燃料供給、運転手の雇用においてそれぞれ契約し、公費負

担を申請することになります。町の選挙で公費負担の限度額を積

算すると、告示から選挙期日の前日まで５日間でありますので、

①の契約の場合、５日間で３２２，５００円、②の契約の場合、

車の借入れが７９，０００円、燃料供給が３７，８００円、運転

手の雇用が６２，５００円となります。なお、これは上限額であ

りまして、上限額の範囲内において実際に要した費用を交付しま

す。次に、選挙運動用ビラの作成についてですが、ビラの作成を

業とする者と有償契約を締結し作成するときは無料で作成するこ

とができます。作成単価の上限は１枚当たり７円５１銭で、町村

議会議員選挙においては１，６００枚、町村長選挙においては５，

０００枚まで頒布可能となりますので、上限額は町村議会議員選

挙は１２，０１６円、町村長選挙は３７，５５０円となります。 

      次に、選挙運動用ポスターの作成について。ビラと同様に、有償

契約でポスターを作成するときは無料で作成することができます。

作成単価の上限は公職選挙法の規定により、２，５０３円となり

ます。これにポスター掲示場数を乗じ、公費負担の限度額は３９

２，９７１円となります。以上が選挙公営の拡大についての説明

となります。 

       続きまして、２つ目の改正点。町村議会議員選挙におけるビラ

頒布の解禁です。町村議会議員選挙においては、これまで禁止さ

れていました頒布が可能となります。頒布枚数の上限は１，６０

０枚で種類や頒布方法、規格等は現行の公職選挙法における市議

会議員選挙と同様とされています。 



       続きまして、３つ目の改正点。町村議会議員選挙における供託

金制度の導入であります。改正法により、町村議会議員選挙の選

挙公営の対象が拡大となることを踏まえ、町村議会議員選挙にお

いても１５万円の供託が必要となりました。なお、供託物の没収

点は、現行の公職選挙法における市議会議員選挙と同様とされま

した。没収点は「有効投票総数/定数×1/10」となります。なお、

これに関連し、先ほど説明しました公費負担について、供託物が

没収された場合、選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの

作成についても、公費負担とならないことになっております。以

上が、改正の概要となります。 

なお、選挙公営の拡大については、条例を制定したうえで、そ

の運用に関しては選挙管理委員会で規程を定めることとなります。

ビラの頒布に関しても、現行のビラの証紙に関する規程を改める

必要があります。条例につきましては、今後１２月議会に議案を

上程する予定です。選管の告示になります選挙公営に関する規程

と選挙運動用ビラに関する規程の詳細は、１０月１５日の選挙管

理委員会にて、協議案件として規程の案を委員の皆様にご協議い

ただきたいと考えております。その後議会で条例案を審議いただ

き、議決が得られましたら、改めて選管を開催し、規程を議案と

して上程する予定でおります。いずれ、詳細につきましては、公

職選挙法の改正内容に従って、条例及び規程案を作成する予定で

おります。以上で説明を終わります。 

嶋田委員長  供託金が没収されると公費負担を受けられないということです

ね。 

畠山書記   はい。そうです。 

嶋田委員長  条例、規程に関してはこの内容で案を作成するのですよね。 

畠山書記   はい。法改正の内容に従って、案を作成する予定でいます。 

嶋田委員長  はい。委員の皆さん何かありますか。 

       なければ、今後の予定を事務局から。 

畠山書記   はい。それでは今後の日程についてご説明いたします。 

 

      （以下、資料に基づき説明） 

      （その後、意見交換） 

 

嶋田委員長  それでは、他に無ければ、本日の委員会を終了したいと思いま



す。どうもありがとうございました。 

             

午前９時４５分閉会 

 

 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
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